
 

教育委員会提出議案 
 

第２号議案 

豊島区教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

上記の議案を提出する。 

  令和８年２月１２日  

豊島区教育委員会教育長  清 野  正 

 

豊島区教育委員会公印規則（昭和４１年教育委員会規則第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１第２３号の次に次の１号を加える。 

24 豊島区教育委員

会事務局審理員

之印 

てん書 方21ミリメート

ル 

豊島区教育委員会

事務局審理員の一

般文書用 

同 

  

別表第２第２３号の次に次の１号を加える。 

         ２４ 

 

 

 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

（説 明） 

 教育長が行った行政処分に対する審査請求手続きにおいて「豊島区教育委員会事務

局審理員」の印についての規定が必要となったため。 
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豊島区教育委員会公印規則（昭和41年教育委員会規則第２号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

番号 名称 書体 寸法 用途 管守者 

 （追加）     
 

番号 名称 書体 寸法 用途 管守者 

24 豊島区教育委

員会事務局審

理員之印 

てん書 方21ミリメー

トル 

豊島区教育委

員会事務局審

理員の一般文

書用 

同 

 

 

別表第２（第２条関係）新旧対照表 
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○豊島区教育委員会公印規則 

昭和41年２月８日 

教育委員会規則第２号 

（通則） 

第１条 豊島区教育委員会の公印の寸法、ひな型、管守方法その他公印に関し必要な事項は、

別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。 

（公印の名称、寸法、ひな型等） 

第２条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び管守者は、別表第１のとおりとし、その

ひな型は、別表第２のとおりとする。 

（公印の調製者） 

第３条 公印の新調及び改刻は、教育部長が行い、公印管守者に交付しなければならない。 

（昭52教委規則７・平19教委規則６・平27教委規則９・一部改正） 

（旧印の引継、保存、廃棄） 

第４条 公印管守者は、公印の改刻等のため使用しなくなったときは、その印章及び印影を

別記第１号様式による公印引継書により教育部長に速やかに引継がなければならない。 

２ 教育部長は、前項の規定により引継ぎを受けた印章及び印影を、次の各号の区分により

保存しなければならない。 

(1) 豊島区教育委員会印、豊島区教育委員会事務局印、豊島区教育委員会教育長印及び

豊島区教育委員会教育長代理印 永久 

(2) 前項以外の公印 引継ぎを受けた日から起算して10年 ただし、教育長が特に必要

がないと認めたときは、その期間を短縮することができる。 

(3) 公印の印影 永久 

３ 保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により教育部長が廃棄する。 

（昭52教委規則７・平19教委規則６・平27教委規則９・一部改正） 

（公印台帳） 

第５条 教育部長は、別記第２号様式による豊島区教育委員会公印台帳を作成し、公印の新

調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。 

（昭52教委規則７・平19教委規則６・平27教委規則９・一部改正） 

（公印の新調、改刻の申請） 

第６条 公印管守者は、公印を新調又は改刻する必要があると認めたときは、別記第３号様

式による公印新調改刻申請書により教育部長に申請しなければならない。 
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（昭52教委規則７・平21教委規則７・平27教委規則９・一部改正） 

（印影の保存） 

第７条 公印管守者は、毎年４月１日現在の公印の印影を別記第４号様式による印影簿によ

り保存しておかなければならない。 

（昭52教委規則７・平13教委規則15・平30教委規則７・一部改正） 

（公印の事故届等） 

第８条 公印管守者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、直ちに必要な措置を

講じ、かつ、別記第５号様式による公印事故届書により教育部長に届け出なければならな

い。 

（昭52教委規則７・平19教委規則６・平27教委規則９・一部改正） 

（公印取扱主任の設置） 

第９条 公印管守者のうち課長（豊島区教育委員会事務局処務規則（昭和44年教育委員会

規則第１号）第３条第１項に規定する課長、豊島区教育センター処務規則（昭和62年教

育委員会規則第11号）第３条に規定する所長及び中央図書館長、並びに各学校長をいう。）

の職にある公印管守者（以下「課長職の公印管守者」という。）の下に、公印取扱主任（以

下「主任」という。）を置く。 

２ 主任は、別に辞令を用いないで、課長職の公印管守者の所属する課の庶務を担当する係

長（担当係長を含む。）及び各副校長をもってこれを充てる。 

３ 前項の規定にかかわらず、教育部長は、公印を指定して、当該公印の用途に係る事務を

所管する係の係長（担当係長を含む。）をもって、当該公印の主任とすることができる。

この場合において、各課長は、別記第５号様式の２による公印取扱主任指定届書を教育部

長に提出するものとする。 

（平22教委規則７・全改、平26教委規則７・平27教委規則９・一部改正） 

（公印管守者の任務） 

第10条 公印管守者は、公印に関する事務を担当する。 

２ 主任は、公印管守者の命を受けて公印に関する事務に従事する。 

３ 公印管守者又は主任が必要と認める場合には、公印管守者があらかじめ指定した職員が

その事務を代行する。 

（昭52教委規則７・平21教委規則20・一部改正） 

（公印の管守） 

第11条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外は、かぎのかかる場所に収納してお
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かなければならない。 

（公印の押印上の注意） 

第12条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書その他の物（以下「文

書等」という。）を公印管守者又は主任に提示して、文書管理システムによる決定済の起

案文書との照合を受けなければならない。ただし、決定が電子決定方式によらずになされ

た場合は、文書管理システムによる照合に代えて、決定済の起案文書と押印しようとする

文書等との照合を受けるものとする。 

２ 照合の結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印管守者又は主任は、当該文書等に

明りょうかつ正確に押印するとともに、その旨を文書管理システムに記録し、又は決定済

の文書に執行済の記入をしなければならない。 

（平21教委規則20・全改） 

（公印の事前押印） 

第13条 定例的かつ定型的な文書等で、教育部長が交付の日時、場所その他の事情を考慮

して適当と認めたものについては、前条第１項の規定にかかわらず、同項の照合を行う前

に当該文書等に公印を押印すること（以下「事前押印」という。）ができる。 

２ 前項の規定により事前押印しようとするときは、公印管守者は、あらかじめ別記第６号

様式による公印事前押印・印影印刷承認申請書を教育部長に提出し、その承認を得なけれ

ばならない。 

３ 教育部長は、前項の規定により承認したときは、別記第７号様式による承認書を交付す

る。 

４ 文書等の保管責任者（当該文書等に係る主管課長をいう。以下同じ。）は、事前押印し

た文書等を厳重に保管しなければならない。 

５ 文書等の保管責任者は、事前押印した文書等が、書損、汚損、様式の変更、人事異動等

の理由により使用できなくなったときは、当該文書等を速やかに裁断、溶解その他適切な

方法により廃棄し、又は印影を抹消しなければならない。 

（平17教委規則13・全改、平19教委規則６・平27教委規則９・一部改正） 

（公印印影の印刷） 

第14条 一定の字句及び内容のものを多数印刷して発する文書等で公印を押印すべきもの

について、教育部長が支障がないと認めた場合は、その公印の印影を当該文書等に印刷し

て公印に代えることができる。 

２ 前項の規定により印影の印刷が支障がないと認められたときは、第２条の規定にかかわ
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らず、その印影を縮小して印刷することができる。 

３ 前条第２項から第５項までの規定は、第１項の場合について準用する。 

（平17教委規則13・全改、平19教委規則６・平27教委規則９・一部改正） 

（情報システムによる公印印影の打ち出し） 

第14条の２ 一時に大量に交付し、又は即時に交付する文書等について、教育部長が交付

の日時、場所等を考慮して適当と認めたものについて、情報システムに記録した公印の印

影を当該文書等に打ち出すこと（以下「印影打ち出し」という。）により公印の押印に代

えることができる。 

２ 第13条第２項から第５項までの規定は、印影打ち出しについて準用する。この場合に

おいて、同条第２項中「公印事前押印・印影印刷承認申請書（別記第６号様式）」とある

のは、「情報システムによる公印印影の打ち出し承認申請書（別記第８号様式）」と読み

替えるものとする。 

３ 教育部長は、前項の規定により承認したときは、別記第９号様式による承認書を交付す

る。 

（平17教委規則13・追加、平19教委規則６・平21教委規則20・平27教委規則９・

一部改正） 

（公印使用状況の調査） 

第15条 教育部長は、公印の管守及び使用状況等について、適宜必要な事項を調査し、又

は公印管守者に報告を求め、若しくは必要な書類の提出を求めることができる。 

（平17教委規則13・全改、平19教委規則６・平27教委規則９・一部改正） 

附 則 

１ この規則は、昭和41年２月８日から施行する。 

２ この規則施行の際、現に使用中の公印であってこの規則に抵触しないものにあっては、

この規則により調製されたものとみなす。 

附 則（昭和41年６月14日教委規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年６月６日から適用する。 

附 則（昭和42年８月１日教委規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和43年７月31日教委規則第９号） 

この規則は、昭和43年８月１日から施行する。 

附 則（昭和44年12月16日教委規則第10号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和45年４月１日教委規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和48年８月28日教委規則第６号） 

この規則は、昭和48年９月１日から施行する。 

附 則（昭和49年４月１日教委規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和52年10月20日教委規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和53年２月25日教委規則第２号） 

この規則は、昭和53年４月１日から施行する。 

附 則（昭和54年６月１日教委規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和59年６月12日教委規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和61年３月31日教委規則第２号） 

この規則は、昭和61年４月１日から施行する。 

附 則（昭和61年７月30日教委規則第12号） 

この規則は、昭和61年８月１日から施行する。 

附 則（昭和62年３月20日教委規則第２号） 

この規則は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則（昭和62年９月21日教委規則第10号） 

この規則は、昭和62年10月１日から施行する。 

附 則（平成13年３月29日教委規則第15号） 

この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年５月30日教委規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年１月18日教委規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年３月29日教委規則第13号） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 
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２ この規則による改正前の豊島区教育委員会公印規則に基づいて作成された公印台帳そ

の他の文書等であって、この規則の施行の際、現に保管又は保存中のものは、それぞれこ

の規則による改正後の豊島区教育委員会公印規則に基づく公印台帳その他の文書等とみ

なす。 

附 則（平成17年５月17日教委規則第19号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年４月26日教委規則第21号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月22日教委規則第６号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月11日教委規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成19年４月１日から適用する。 

附 則（平成21年７月１日教委規則第20号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年３月25日教委規則第７号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年12月26日教委規則第９号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年４月11日教委規則第７号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成26年４月１日から適用する。 

附 則（平成27年３月31日教委規則第９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年12月16日教委規則第14号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律（平成26年法律第76号。以下「改正法」という。）附則第２条第１項の規定により
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教育長がなお従前の例により在職する場合においては、当該教育長の教育委員会の委員と

しての任期が満了する日（当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該

欠けた日）までの間、この規則による改正後の豊島区教育委員会会議規則、豊島区教育委

員会傍聴規則、豊島区教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則、豊島区教育

委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の豊島区教育委員会会議規則、

豊島区教育委員会傍聴規則、豊島区教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則、

豊島区教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。 

附 則（平成29年10月11日教委規則第11号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年７月20日教委規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（令和8年 月 日教委規則第 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

（平24教委規則９・全改、平26教委規則７・平27教委規則９・平28教委規則14・

平29教委規則11・令8教委規則●・一部改正） 

番号 名称 書体 寸法 用途 管守者 

1 豊島区教育委員

会 

てん書 方30ミリメート

ル 

職記用 庶務課長 

2 同 同 方21ミリメート

ル 

一般文書用 同 

3 豊島区教育委員

会事務局之印 

同 方30ミリメート

ル 

同 同 

4 削除 

5 豊島区教育委員

会教育長之印 

同 方21ミリメート

ル 

同 同 

6 同 同 方30ミリメート

ル 

職記用 同 

7 豊島区教育委員

会教育長代理之

印 

同 方21ミリメート

ル 

教育長職務代理用 同 
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7―2 豊島区教育委員

会事務局教育部

長之印 

同 同 教育部長の一般文

書用 

同 

8 豊島区教育委員

会事務局課長之

印 

同 同 各課長の一般文書

用 

各課長 

8―2 豊島区立教育セ

ンター印 

同 方30ミリメート

ル 

教育センターの一

般文書用 

教育センター

所長 

8―3 豊島区立教育セ

ンター所長之印 

同 方21ミリメート

ル 

教育センター所長

の一般文書用 

同 

9 豊島区立図書館

印 

同 方30ミリメート

ル 

図書館の一般文書

用 

中央図書館長 

10 豊島区立図書館

長之印 

同 方21ミリメート

ル 

図書館長の一般文

書用 

同 

11 豊島区立学校印 同 方30ミリメート

ル 

職記用 各学校長 

12 豊島区立学校長

之印 

同 方21ミリメート

ル 

学校長の一般文書

用 

同 

13 豊島区立学校長

代理之印 

同 同 学校長職務代理用 職務代理者 

14 豊島区立幼稚園

印 

同 方30ミリメート

ル 

職記用 各幼稚園長 

15 豊島区立幼稚園

長之印 

同 方21ミリメート

ル 

幼稚園長の一般文

書用 

同 

16 豊島区立幼稚園

長代理之印 

同 同 幼稚園長職務代理

用 

職務代理者 

17 削除 

18 削除 

19 附属機関之印 同 同 附属機関の一般文

書用 

附属機関の庶

務を処理する
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課の課長 

20 附属機関代表者

之印 

同 同 同 同 

21 豊島区教育委員

会契印 

同 長径 30ミリメ

ートル 

短径 13ミリメ

ートル 

（変だ円形） 

一般文書契印用 各公印管守者 

22 豊島区教育委員

会割印 

同 同 一般文書割印用 同 

23 豊島区教育委員

会 

ゴシック 円形周囲点線 

直径27ミリメー

トル 

学校長及び教職員

の身分証明書契印

用 

庶務課長 

24 豊島区教育委員

会事務局審理員

之印 

てん書 方21ミリメート

ル 

豊島区教育委員会

事務局審理員の一

般文書用 

同 

別表第２（第２条関係） 

（平15教委規則９・全改、平17教委規則１・平17教委規則13・平19教委規則６・

平22教委規則７・平24教委規則９・平26教委規則７・平27教委規則９・平28教委

規則14・平29教委規則11・令8教委規則●・一部改正） 

1 2 3 4 5 

   

削除 

 

6 7 7―2 8 8―2 

     

8―3 9 10 11 12 
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13 14 15 16 17 

    

削除 

18 19 20 21 22 

削除 

    

23 24 
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